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【手続補正書】
【提出日】平成21年12月28日(2009.12.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電離放射線を使用して放射線処置を実行するシステムにおいて使用し、前記放射線処置
中に対象により皮膚の領域において受けられる放射線の線量を表示する線量表示器におい
て、
　前記照射された皮膚の領域の範囲を表すゾーンを表示するように構成され、
　前記処置中に照射された前記皮膚の領域において受けられた放射線の線量を表す、前記
ゾーンに関連付けられた線量の値を表示するように更に構成される、
線量表示器。
【請求項２】
　前記ゾーンが、前記処置のために前記システム内で使用される共通に使用される回転及
びアンギュレーションの使用により前記放射線処置中に照射された前記対象における共通
の大きさの皮膚の領域として描かれることを特徴とする、請求項１に記載の線量表示器。
【請求項３】
　前記線量の値が、前記ゾーンとともにグラフィック表示されることを特徴とする、請求
項１又は２に記載の線量表示器。
【請求項４】
　前記線量の値が、空気カーマの単位で表示されることを特徴とする、請求項１、２又は
３のいずれか一項に記載の線量表示器。
【請求項５】
　前記ゾーンが、少なくとも１０ｃｍ2の皮膚の領域を表すことを特徴とする、請求項１
ないし４のいずれか一項に記載の線量表示器。
【請求項６】
　前記ゾーンが、少なくとも１０ｃｍ×１５ｃｍである皮膚の領域を表すことを特徴とす
る、請求項１ないし５のいずれか一項に記載の線量表示器。
【請求項７】
　前記線量の値が所定の閾値を通過する場合に、前記表示のグラフィック形式が変化する
ことを特徴とする、請求項１ないし６のいずれか一項に記載の線量表示器。
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【請求項８】
　請求項１ないし７のいずれか一項に記載の線量表示器を有する放射線処置を実行するシ
ステム用のユーザインタフェース。
【請求項９】
　請求項１ないし７のいずれか一項に記載の線量表示器を有する放射線処置を実行するシ
ステム用のワークステーション。
【請求項１０】
　対象に対して電離放射線を使用する放射線処置の実行に対するシステムにおいて、
　対象の皮膚の領域が放射線の線量に照射される前記対象に対する放射線処置の実行に対
する撮像装置と、
　前記照射された皮膚の領域の範囲を表すゾーンを表示するように構成される表示装置で
あって、
　前記処置中に照射された前記皮膚の領域において受けられた放射線の線量を表す、前記
ゾーンに関連付けられた線量の値を表示するように更に構成される当該表示装置と、
を有するシステム。
【請求項１１】
　前記ゾーンが、前記処置のために前記撮像装置の共通に使用される回転及びアンギュレ
ーションの使用により前記処置中に照射された前記対象における共通の大きさの皮膚の領
域として描かれることを特徴とする、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記処置から生じる少なくとも１つの画像を表示するように更に構成され、前記ゾーン
及び前記線量の値が、前記表示装置の前記少なくとも１つの画像と同じ視覚的表示画面上
に表示されることを特徴とする、請求項１０又は１１のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記ゾーンが、少なくとも１０ｃｍ2の皮膚の領域を表すことを特徴とする、請求項１
０、１１又は１２のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記ゾーンが、少なくとも１０ｃｍ×１５ｃｍである皮膚の領域を表すことを特徴とす
る、請求項１０、１１、１２又は１３のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１５】
　電離放射線を使用して放射線処置を実行するシステムにおいて使用し、前記処置中に対
象により皮膚の領域において受けられた放射線の線量を表示する線量表示器を表示するよ
うに構成されたコンピュータプログラムにおいて、前記線量表示器が、
　前記照射された皮膚の領域の範囲を表すゾーンを表示するように構成され、
　前記処置中に照射された前記皮膚の領域において受けられた放射線の線量を表す、前記
ゾーンに関連付けられた線量の値を表示するように更に構成される、
コンピュータプログラム。
【請求項１６】
　前記ゾーンが、前記処置のために前記システム内で使用される共通に使用される回転及
びアンギュレーションの使用により前記ＩＶＲ処置中に照射された前記対象における共通
の大きさの領域として描かれることを特徴とする、請求項１５に記載のコンピュータプロ
グラム。
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